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緊急通報サービス（ナースホンあんしんペンダント） 

 

    自宅内で身につけることが可能なペンダントのボタンを押すことにより、あんしん

センター（看護師等が常駐しているコールセンター）につながり、健康相談、医療機

関のご案内、緊急時には消防署にあんしんセンターより通報するサービスです。 

２４時間３６５日あんしんセンターに通報が可能です。 

 

  対  象  以下のいずれかに該当する世帯の方が対象です。 

 

① おおむね６５歳以上の独り暮らし高齢者、または高齢者のみの世帯 

② 高齢者がいる世帯で、他の世帯員が障がい者や１８歳未満の者のみの世帯 

③ 日中、独りで在宅する方で、緊急時に適切な対応が困難な方 

    

  費用負担  毎月のレンタル料    

前年度所得税  非課税世帯        ５００円（税込） 

        前年度所得税  課税世帯       ３，２４０円（税込） 

    

通報時の流れ 

①ペンダントのボタンを押す 

②あんしんセンターにつながり、健康相談や医療案内を行う。また、緊急時にはあ

んしんセンターより消防署に通報する。 

③緊急時については、あんしんセンターや消防署から緊急連絡先へ連絡をします。 

 

緊急通報先の登録 

緊急通報先としてご親族等の連絡先を１ヵ所以上登録します。 

病院に搬送された場合、あんしんセンターや消防署から緊急連絡先に連絡をします。 

 

  ペンダントについて 

・ペンダントは充電が必要。 

    ・ペンダントは屋外に出ると使用できません。 
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